
２平成 27 年 1 月 15 日　広報ふっさ　No.919042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

　身体障害者手帳等の交付を受けていない方であっても、65 歳以上で

寝たきりなど一定の要件に該当する方には、障害者控除対象者認定書

を発行します。所得税や住民税の申告の際に添付することで、本人ま

たはその扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けられます。

【申込み】印鑑を持参して直接、市役所１階９番介護福祉課高齢福祉

係☎ 551・1751 へ。

 2 月の無料相談
相談内容 実施日 時間 場所 備考

人権身の上相談･
行政相談

4 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所1階
第一相談室

予約制、先着 6人（1人 30 分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 5 日㈭
相続遺言等暮ら
しの手続き相談

10 日㈫

税務相談 26 日㈭

法律相談
7 日㈯ ･12 日㈭
18 日㈬ ･25 日㈬

予約制、先着 6人（1人 30 分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 19 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着 3人（1人 45 分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 20 日㈮ 午前9時
～午後4時30分

予約制、警視庁八王子少年
セ ン タ ー ☎ 042･679･1082
へ。相談日当日は秘書広報
課広報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･火 ･木・
金曜日

午前9時～正午
午後1時～4時

市役所1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談
毎週

月～土曜日
午前8時30分
～午後5時15分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午前10時～正午
午後1時～4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

心配ごと相談 毎月第二水曜日 午後1時～3時 福祉センター
社会福祉協議会 ･ 成年後見
センター福生☎ 552･5027

事業資金相談 12 日㈭ 午後1時 30分
～3時 30分

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、育
児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、権利擁
護相談（☎ 552･5027 福祉センター）、教育相談（直通☎ 551･7700）

※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日からとなります。

【問合せ】秘書広報課広報広聴係
☎ 551･1529 ※土 ･日 ･祝日を除く

▼介護保険サービス利用料は確定申告で医
療費控除の対象となる場合があります
　〈表 1〉は居宅サービスを利用した場合、

〈表 2〉は施設サービスを利用した場合です。

▼介護保険料は社会保険料控除の対象にな
ります
　特別徴収の方は、日本年金機構からの公

的年金等の源泉徴収票を確認してください。

　普通徴収の方や介護保険料の額がご不明

な場合は、介護福祉課介護保険係へ身分証

明書等を持参のうえお問い合わせください

（電話での問合せには個人情報保護の観点か

らお答えできません）。

▼寝たきりの方のおむつ代の医療費控除に
ついて
　傷病によりおおむね 6 か月以上にわたり

寝たきりであり、医師の治療を受けている

方のおむつ代は、医療費控除の対象となり

ます。その方の治療を行っている医師が発

行した「おむつ使用証明書」と、支出した

おむつ代の領収書を、確定申告書に添付す

るか提示してください。

　2年目以降の場合は、「おむつ使用証明書」

に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意

見書の内容を市が確認した書類、またはその主

治医意見書の写しの添付、提示でも可能です。

【問合せ】〈医療費控除について〉青梅税務

署☎ 0428･22･3185〈介護保険について〉介

護福祉課介護保険係☎ 551･1764

〈表 1〉医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等について
居宅サービス等の種類

医療費控除

の対象とな

る居宅サー

ビス

訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導（医師等による管理 ･指導） 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリ

テーション（医療機関でのデイサービス） 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養

介護（ショートステイ） 介護予防短期入所療養介護 定期巡回 ･随時対応型訪問介護看護

※一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。 複合型サービス※前記の居宅サービ

スを含む組合せにより提供されるもの（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く）に限ります。 

上記の居宅

サービスと

併せて利用

する場合の

み医療費控

除の対象と

なるもの

訪問介護（ホームヘルプサービス）※生活援助 ( 調理、洗濯、掃除等の家事の援助 ) 中心

型を除く 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

通所介護（デイサービス） 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防

通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生

活介護（ショートステイ） 介護予防短期入所生活介護 定期巡回 ･ 随時対応型訪問介護看

護※一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。 複合型サー

ビス※前記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの（生活援助中心型の訪問

介護の部分を除く）に限ります。

〈注〉①指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の金額が記載されます。

②高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し

引いて医療費控除の金額を計算することになります。

〈表 2〉医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスについて
施設名 医療費控除の対象 医療費控除の対象外

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

指定地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの対価（介護費、食費

及び居住費 ) として支払った額の 2

分の 1に相当する金額
日常生活費 

特別なサービス費用
介護老人保健施設 施設サービスの対価（介護費、食費

及び居住費 )として支払った額指定介護療養型医療施設（療養型病床群等）

〈注〉①指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

②高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し

引いて医療費控除の金額の計算をすることになります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型

介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2 分

の 1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることになります。
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◆復興特別所得税の計算・記載漏れにご注意ください。
　個人の方は、平成 25 年分から平成 49 年分まで、復興特別所得税（原

則として各年分の所得税額の 2.1％）を所得税と併せて申告・納付す

ることになります。

◆消費税及び地方消費税の確定申告の相談・確定申告書の提出の受付・

納税は、3月 31 日㈫までです。

◆平成 25 年分の各種申告において、ｅ - ｔａｘ（国税電子申告・納

税システム）を利用しての提出、またはプリントアウトして書面によ

り提出した方は、平成 26 年分の確定申告書等が送付されませんので、

引き続き電子申告等をご利用ください。

◆提出された医療費の領収書等の税務署での保管期間は１年です。医

療費の領収書等が後日必要になる方は、確定申告書を提出する際に税

務署で提示いただくか、領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手

を貼った返信用封筒（返送先を記入願います）を同封してください。

●にせ税理士及びにせ税理士法人にご注意ください
　税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

【問合せ】青梅税務署総務課☎ 0428･22･3185 または東京税理士会青梅

支部☎ 0428･23･2331

確定申告に関する青梅税務署からのお知らせ
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【１月の納税のお知らせ】市・都民税（第 4期）、国民健康保険税（第 7期）、介護保険料（第 7期）、後期高齢者医療保険料（第 7期）の納期限は２月２日㈪です。

口座振替は２月２日㈪の予定です。残高不足にご注意ください。※納期を過ぎると延滞金が課されます。【問合せ】収納課☎ 551・1578


